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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

(1)　 交通事故多発区間
の重点的な事故対策

　事故危険箇所における事故抑止対策の実施
死傷事故が多発している区間・交差点・単路や、ビッグデータの活用等
による潜在的な事故危険箇所について、道路管理者及び公安委員会が
連携して、集中的な事故抑止対策を実施します。

交通事故防止対策のため、区画線工及び道路照明、防護柵の補修等を
実施した。
その他、国、県、市による計画的な道路等整備（別表1のとおり）

ア　歩行者のための交通環境の改善
関係機関と連携し、歩行者や居住者の交通の安全と快適性を重視した
総合的対策を進め、交通環境の改善を図ります。

関係機関と連携し、歩行者や居住者の交通の安全と快適性を重視し
た。
総合的対策を進め、交通環境の改善を図るため、防護柵の補修や路肩
の拡幅を実施した。
（別表１のとおり）

イ　歩行者、自転車の安全な通行の確保
歩行者、自転車利用者の通行の安全性を確保するため、横断歩道、路
側帯、自転車歩道通行可、自転車横断帯の交通規制を実施するととも
に、道路不正使用物件の排除等道路交通環境の整備を推進します。

歩行者、自転車利用者の通行の安全性を確保するため、横断歩道等
の交通規制を実施するとともに、道路不正使用物件の排除等道路交通
環境の整備を推進した。
また、歩行者の安全対策のため、路肩のカラー舗装や隣接車道に「速
度落とせ」などの路面表示を実施した。
（別表１のとおり）

ウ　コミュニティゾーンの整備
通過交通の多い居住地区等には、速度規制、駐車禁止規制、一方通行
規制等の交通規制と狭さくクランク等の物理的施策を組み合わせたコ
ミュニティゾーンの整備を推進し、生活の場における安全の確保に努め
ます。

通過交通の多い居住地区において、通行車両の減速を促すため、路面
標示（ドットマークなど）による整備を実施した。
（別表１のとおり）

(2)　歩行者、自転車利用
者の交通環境の整備

１
　
道
路
等
の
整
備

- 1 -



【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

ア　交通事故多発箇所等の信号機の整備
信号機の整備は、交通事故多発箇所、通園通学路等歩行者の多い箇
所、道路新設・改良等に伴う交通量の増大により交通の危険が予想さ
れる箇所等を中心に、その効果を検討の上、計画的に進めます。

イ　信号制御機能の向上
信号機の改良は、交通流・量の増大している幹線道路を重点に信号機
の系統化を推進するとともに、追突・出会い頭事故等多発している交差
点における多元化及び感応化、閑散時における幹線道路の円滑化を図
るため閑散時半感応化、閑散時押しボタン化などの信号制御機能の向
上を図ります。

ウ　交通弱者の交通安全確保
弱者感応信号、視覚障がい者用信号等の整備を推進し、障がい者、高
齢者、子ども等交通弱者の交通安全確保を図ります。

視覚障がい者用信号等の整備を推進し、障がい者、高齢者、子ども等
交通弱者の交通安全確保を図った。

エ　見やすく分かりやすい道路標識の整備
道路標識は、見やすく、分かりやすくするため、道路標識等の設置及び
管理に関する基準等に基づく道路標識の量的削減、視認性を高めるた
めの対策を進めます。

道路標識は、見やすく、分かりやすくするため、道路標識等の設置及び
管理に関する基準等に基づく道路標識の量的削減、視認性を高めるた
めの対策を進めた。

　信号機　　 新設　１（定周期１）
　横断歩道　変更　２、廃止　１
　一時停止　廃止　２５

２
　
交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
に
よ
る
交

通
安
全
の
推
進

(1)　信号機、道路標識等
の整備
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

オ　適正な道路標示
道路標示は、交通の流れを安全かつ円滑に確保させる効果があるた
め、関係機関と連携を図りながら道路標示を適正に行い、整備に努めま
す。

関係機関と連携を図りながら道路標示を適正に行うとともに整備を実施
した。

(2)　道路反射鏡(カーブミ
ラー)の設置補修

見通しの悪い交差点等において、接近する車両または歩行者を確認し、
相互が注意喚起して交通事故を未然に防止するため、道路反射鏡
（カーブミラー）の設置及び補修をします。

見通しの悪い交差点における道路反射鏡（カーブミラー）の設置及び補
修を４９か所実施した。

(3)　生活環境の保全・整
備

・住宅地域等において、歩行者等の安全確保と静穏な生活環境確保の
ため、５か年計画で「ゾーン３０」の新たな施策を実施し生活道路対策の
整備を図るとともに、最高速度３０㎞/ｈの区間規制、横断歩道、自転車
横断帯、路側帯の設置、普通自転車通行可等の交通規制を推進しま
す。
・信号機の歩行者用灯器の新設･増設、視覚障がい者用付加装置の整
備を図ります。
また、通学(園)路や生活道路で時間規制の実効性の向上を図るための
各種施策を実施します。

・視覚障がい者用付加装置の整備を図った。
（別表１のとおり）
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

(4)　通学路の点検

・年度始めに市教育委員会及び学校は、関係機関の協力を得て校区の
通学路の総点検を行います。
・道路事情、交通量から見た児童生徒等の危険度の実態を十分考慮
し、最も安全性の高い道路を通学路に指定し、通学時における安全確
保の徹底を図ります。

市教育委員会は、国・県・市道の道路管理者、警察、柏崎地区交通安全
協会などの関係機関と連携し、協議及び「合同点検」等を行い現状の改
善を図った。
（◇対策要望36か所、◇合同点検実施12か所、◇対応済12か所）

(5)　バリアフリーチェック
システムによる道路点検

要望に応じるかたちで障がい者参加のもと道路交通環境の点検チェック
を行い、行政と市民などが一体となった取組を通じて、交通安全の確保
を目指します。

要望がなかったため実績なし

(6)　バリアフリーまちづく
り事業の実施

障がい者や高齢者が数多く利用する公共的施設周辺を始めとして、誰
もが快適・安全に移動できる、暮らしやすいまちづくりを推進するため、
歩道の整備・改良を関係機関と連携して推進します。

障がい者等が歩道を安全に歩行できるようにするため、歩道改修を行う
とともに利用頻度の高い国道の横断歩道に、視覚障害者用（音声）付加
装置を設置した。

（別表1のとおり）
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

(7)　その他の交通安全
施設等の整備事業の推
進

・既存の道路で幅員狭小、線形不良により安全確保が困難な区間等に
おいては、より安全性を確保できる道路の改良事業を計画的に実施しま
す。
・現国道8号に係る市内交通の混雑解消と安全性確保に向け、国道8号
柏崎バイパス事業を計画的に実施します。
・落石、法面崩落、雪崩等を防止するための道路防災施設の整備、橋
梁の耐震強度補強を実施し、交通危険箇所の改良、安全で円滑な道路
交通を確保します。
・都市計画事業においては、既成市街地における現道拡幅や道路の新
設により、道路交通の安全と円滑化を推進します。
・市街地周辺及び農村地域の都市化の進展に伴い、通勤・通学・通園
路・住宅密集地等生活道路として利用される道路について、用排水路等
への転落事故を防止するための水路の暗渠化、フェンス、ガードレール
及び防犯上のための街路灯等の整備、農道の安全施設の整備等を推
進します。

・既存の道路で幅員狭小、線形不良により安全確保が困難な区間等に
おいては、より安全性を確保できる道路の改良事業を計画的に実施し、
市道柏崎９－５５号線ほか１０路線の拡幅改良工事等を行い、道路の構
造を向上させ、安全性の確保を図った。
・柏崎バイパスの未供用区間について、茨目地区における遺跡調査、道
路改良工事を実施した。
また、長崎地区では用地幅杭を設置し、土合地区においては用地測量
を実施した。
・都市計画事業は、比角二丁目地内において、都市計画道路日吉町
桜木町線の部分拡幅整備を実施した。

３
　
高
齢
者
等
の
移
動
手
段
の
確
保
・
充
実

同左

・令和４（２０２２）年２月に策定した柏崎市地域公共交通計画に基づき、
高齢者の方などの「生活の足」を確保するための施策を順次実施しま
す。
・施策の一つである新交通システムに関しては、令和６（２０２４）年度か
らの計画を前倒しして、令和５（２０２３）年度中に運行を開始します。

・高齢者をはじめとした地域住民の移動手段の確保、利便性の向上に
向けて、AI新交通「あいくる」を令和５（２０２３）年１１月２４日から運行を
開始した。当該交通の運行区域内における利便性は大きく向上してお
り、１月末時点の１日あたりの利用者数は、目標の５０人を上回る約８０
人となっている。

・中鯖石・北条地区においては、令和６（２０２４）年３月末で路線バス「宮
平北線」が全区間廃止、「杉平線」が減便することに伴い、公共交通空
白地の状況となってしまうことから、翌４月からそれぞれの代替交通（東
部地域交通）を新規運行するための準備を進めた。

・令和６（２０２４）年３月末で路線バス「出雲崎車庫前線」の椎谷～出雲
崎車庫前間が区間廃止になることから、沿線沿いの地区住民の生活の
足の確保するため、翌４月より代替交通として「にしやま・いずもざき通
勤通学ライナー」を新規運行させるための準備を進めた。
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

４
　
道
路
使
用
・
占

用
の
適
正
化

同左

道路における工事もしくは作業等の道路使用及び占用については、交
通障害を極力抑制するため、工事業者に対し、交通安全の円滑を確保
するよう指導するほか、パトロールを実施します。
また、道路の占用許可に当たっては、道路管理者と占用者と調整する
ほか、道路管理者間での適正な調整を行い、道路交通の円滑な確保を
図ります。

・道路使用許可
交通の安全と円滑を図るため、必要かつ道路使用者の利便を考慮し、
そのために必要な諸条件を付して許可するとともに、その許可の実施状
況を把握し、その適正化を図った。

・道路交通上の障害、不法放置物件等の取締りに努める一方、不法な
道路使用防止に努めた。

５
　
総
合
的
な
駐
車
対
策

の
推
進

きめ細かな駐車規制の
推進

・地域住民等の意見要望を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直し
を実施するとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配
慮し、地域の交通実態等に応じた規制の緩和を行うなど、きめ細かな駐
車規制を推進します。
・交通事故防止と道路交通の円滑を確保するため、違法駐車の取締りと
街頭広報による違法駐車防止を呼び掛けます。
特に、通行の障害となる路上駐車等、迷惑性の高い駐車違反の防止に
ついては、積極的に取締りを行うとともに広報等で周知徹底に努めま
す。

交通事故防止と道路交通の円滑を確保するため、違法駐車の取締りと
街頭広報による違法駐車防止を呼び掛けた。
特に、通行の障害となる路上駐車等、迷惑性の高い駐車違反の防止に
ついては、積極的に取締りを行うとともに広報等で周知徹底に努めた。

６
　
自
転
車
利
用
環
境
の
総
合
的

整
備

同左

・クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な交通体系の実現に向
け、自転車の役割と位置付けを明確にしつつ、交通状況に応じて、歩行
者・自転車・自動車の適切な分離を図り、歩行者と自転車の事故等への
対策を講じるなど、安全で快適な自転車利用環境を整備します。
・　歩道及び自転車通行空間の確保
通学路等の歩行者の安全を確保する必要のある区間について、歩道等
の整備を推進しつつ、自転車の通行を歩行者や車両と分離するための
自転車道や自転車専用通行帯、自転車の通行位置を示した道路等の
整備を推進します。
・　歩行者及び自転車の安全な通行のための交通規制の推進
交通実態を踏まえ、関係機関と連携を図りながら、必要な交通規制を検
討し、歩行者及び自転車の安全な通行を確保します。

実績なし。
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

ア　路線バス高齢者割引制度の試行実施の継続
高齢者の利用促進や交通事故防止に繋げるため、路線バス高齢者割
引制度の試行実施を継続します。

イ　路線の見直し、利便性の向上
・路線バスの乗降調査の結果や地域要望等による路線見直しについ
て、運行事業者と協議します。
・鉄道については、事業者に対して利便性や快適性の維持・向上に向け
た要望活動を継続的に実施します。

ウ　公共交通機関利用の促進
・郊外地域における公共交通は、利用実態や地域ニーズに応じた運行
形態への再編を検討します。
・県内高速バスは、利便性の維持・向上を図るため新潟県及び沿線自
治体と連携を図っていきます。
・地域公共交通の利便性の維持・向上を図るため、柏崎市地域公共交
通計画に基づき、様々な施策を実施します。

・路線バスは、高齢者割引制度を試行実施した。また、高校生などを対
象とした回数券の購入補助をする利用促進事業「高校生等通学割引
キャンペーン」について、例年よりも期間や販売数量を拡充して実施し
た。さらに、西山町及び高柳町地区において、地域内交通と各地区の温
泉施設とタイアップした「スタンプカードキャンペーン」を実施し、相乗効
果が期待できる利用促進施策を実施した。

・令和４（２０２２）年４月から事前予約制のドアツードア方式で運行してい
るが「にしやま号」は、地域からの要望を取り入れ、令和５（２０２３）年４
月からJA刈羽支店まで延伸した。令和４（２０２２）年度の１日あたりの利
用者数１７.７人に対し、令和５（２０２３）年度は１月時点で２４.８人と大き
く利用が伸びている。

・令和４（２０２２）年１１月から新規運行している上米山地域交通「たんね
はなもも号」においては、地域からの要望を取り入れ、令和５（２０２３）年
１０月から新たな乗降ポイントを３カ所設置し、利便性の向上を図った。

・鉄道は、優等列車の維持、在来線と上越新幹線の接続性の維持、冬
期間の安定的な輸送の確保などについて、国や鉄道事業者に対して要
望活動を行った。また、信越本線等の利用促進事業などを多数実施し
た。（通学定期購入促進キャンペーン、企画列車（金沢方面、新潟方面）

・柏崎市地域公共交通計画に基づき、施策の１つであるAI新交通「あい
くる」を令和５（２０２３）年１１月２４日から運行を開始した。支払手続き簡
略化のため、キャッシュレス決済サービスPayPayを導入した。

７
　
Ｔ
Ｄ
Ｍ
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

(1)　安全な交通環境確
立の推進

・関係機関・団体と連携し、自動車が安全かつ快適に通行できる交通環
境を確立するため諸対策を総合的に推進します。
・交通事故が多発する、または多発する恐れがある交差点、路線、区間
等においては、信号機の新設、改良、交通規制の見直し、道路標識の
高輝度化、路面標示の明確化等の推進に努めます。
・二輪車が安全に通行できる交通環境を確保するため、駐車車両に対
する指導取締りの強化、道路の不正使用物件の排除等を行い、二輪車
の安全走行の確保を図ります。

・交通事故が多発し、または多発する恐れがある交差点、路線、区間等
においては、信号機の新設、改良、交通規制の見直し、道路標識の高
輝度化、路面標示の明確化等の推進に努めた。
・二輪車が安全に通行できる交通環境を確保するため、駐車車両に対
する指導取締りの強化、道路の不正使用物件の排除等を行い、二輪車
の安全走行の確保を図った。

(2)　緊急事故防止対策
の実施

交通死亡事故等が発生した場合、関係機関と一体となって現場点検す
ることによって、より具体的な交通事故防止対策（交通規制の見直し、交
通安全施設の整備、道路改良や街頭指導活動、広報活動等）を図りま
す。

・交通事故が多発していた剣野交差点（柏崎バイパス）において、信号
機を設置した。また、区画線等の設置や引き直しを実施した。

(1)　災害時の道路交通
確保

災害時には、救援活動や物資輸送等を行うことが出来るように、緊急輸
送道路の通行を迅速に確保します。 能登半島地震による対応はなし。

８
　
交
通
事
故
防
止
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

(2)　災害時の道路安全
確保のための安全設備・
施設の整備

災害発生時においても安全な道路交通を確保するため、停電に備えた
信号機の電源付加装置の整備や交通情報を収集提供するための道路
監視カメラ、交通情報板等の整備を推進します。

災害発生時においても安全な道路交通を確保するため、交通情報を収
集提供するための道路監視カメラ、交通情報板等の整備を推進した。

(3)　災害時の道路輸送
の確保と的確な交通規
制

災害発生時において緊急交通路の確保が必要と認められるときは、被
災地への車両流入抑制等を行い交通の混乱を防止するため、災害対策
基本法（昭和36年法律第223号）に基づく通行禁止等の交通規制を迅
速、的確に実施します。
また、交通情報板等により交通規制の広報を徹底し、迂回路への誘導
を図ります。

能登半島地震による対応はなし。
（※災害発生時には、県公安委員会と連携するとともに、防災行政無線
等により交通規制の周知を図る。）

ア　道路交通情報の収集・提供体制の強化
災害発生時においては、道路の被災状況や道路交通状況を迅速、的確
に把握するため情報の収集・提供体制の強化を図り、あらゆる広報媒体
を通じて道路交通や交通規制等に関する情報の提供を推進します。

能登半島地震発生時においては、道路の被災状況や道路交通状況を
迅速、的確に把握するため情報の収集・提供体制の強化を図り、あらゆ
る広報媒体を通じて道路交通や交通規制等に関する情報を提供した。

イ　災害発生時の的確な情報収集・提供のための体制整備
災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的
確に収集・分析・提供し、応急復旧や緊急交通路、緊急輸送路等の確保
及び道路利用者等への道路交通情報の提供に資するため、光ファイ
バーネットワークを活用した道路管理情報の共有化を推進するととも
に、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した道路・交通に関する災害情報等の提
供を推進します。

能登半島地震発生時には、道路の被災状況や道路交通状況を迅速か
つ的確に収集・分析・提供し、市ホームページ等で応急復旧や緊急交通
路、緊急輸送路等の確保及び道路利用者等への道路交通情報を提供
した。

(4)　災害時の適切な情
報収集・提供のための体
制整備・強化

道
路
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

ウ　道路管理者間の連絡体制の整備
災害時においては、通行規制を行う事前の情報共有など、道路ネットワ
－ク全体の被災や道路状況に関する適切な情報収集・提供を行うた
め、国、県、市等それぞれの道路管理者等は相互の情報連絡体制を確
立します。

風速３０ｍ/秒以上の風が見込まれた際に、国道８号を管理する国土交
通省と交通規制に関する情報共有を５回行った。

(1)　地域の交通実態等
を踏まえた交通規制の推
進

地域の交通実態を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について常に点
検・見直しを図るとともに、交通事情の変化を的確に把握して、ソフト・
ハード両面での総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通
流の維持を図ります。

地域の交通実態を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について常に点
検・見直しを図るとともに、交通事情の変化を的確に把握して、ソフト・
ハード両面での総合的な対策を実施した。

(2)　より合理的な交通規
制の推進

ア　交通実態に合った速度規制の推進
速度規制については、最高速度規制が交通実態に合った合理的なもの
となっているかどうかの観点から、点検・見直しを進めます。一般道路に
おいては、実勢速度、交通事故発生状況等を勘案しつつ、速度規制の
引上げ、規制理由の周知措置等を計画的に推進するとともに、生活道
路においては、速度抑制対策を積極的に推進します。

速度規制については、最高速度規制が交通実態に合った合理的なもの
となっているかどうかの観点から、点検・見直しを進めた。

イ　きめ細かな駐車対策の推進
駐車規制については、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でな
い場所を中心に、地域住民等の意見要望を踏まえた上で、道路環境、
交通量、駐車需要等に即応したきめ細かな駐車規制を推進します。

駐車規制については、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でな
い場所を中心に、地域住民等の意見要望を踏まえた上で、道路環境、
交通量、駐車需要等に即応したきめ細かな駐車規制を推進した。

1
0
　
効
果
的
な
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通
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制
の
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第１章　道路交通環境の整備

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
                               令和５（2023）年度実施状況

ウ　横断実態等を踏まえた信号制御の推進
信号制御については、歩行者・自転車利用者の視点で、信号をより守り
やすくするために、横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間の長い押ボ
タン式信号の改善を行うなど、信号表示の調整等運用の改善を推進し
ます。

信号制御については、歩行者・自転車利用者の視点で、信号をより守り
やすくするために、横断実態等を踏まえ信号表示の調整等運用の改善
を推進した。

(1)　子どもの遊び場等の
確保

児童の健全な遊び場の確保と併せて危険な路上の遊びを防止するた
め、地域関係者の理解を得て子どもの遊び場施設等整備事業補助金制
度等の活用を図りながら整備を進めます。

児童に健全な遊び場を提供し、健康を増進するとともに、危険な路上遊
びを防止するため、町内会等地域関係者が実施主体となって行う屋外
遊び場の整備事業に対して補助し、児童の福祉向上を図った。
　遊具等の整備：１２件

(2)　冬期間における道路
環境の整備

冬期の安全な道路交通を確保するため、適時適切な除雪や凍結防止剤
散布の実施、消融雪施設等の整備を図ります。
また、子どもや高齢者が安全に通行できるよう、冬期歩道空間の確保を
図ります。

冬期の安全な道路交通を確保するため、適時適切な除雪や凍結剤散布
の実施、消融雪施設等の整備を図った。
また、子どもや高齢者が安全に通行できるよう、冬期歩道空間の確保を
図った。
（別表１のとおり）

1
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

ア　各季における交通安全（交通事故防止）運動の取組
次の各季の交通安全運動等に合わせながら、「広報かしわざき」、市の
ホームページ、防災行政無線、柏崎コミュニティ放送、広報車等による
広報、運動実施要領の周知、交通安全だより、チラシ等の配布を積極的
に進め、市民各層への積極的な参加を呼び掛けます。また、関係機関・
団体等で街頭立哨を行い、通行車両に対して交通安全意識の更なる向
上を図ります。
・　各季の交通安全運動等
新入学（園）児を守る交通安全週間、春の全国交通安全運動、秋の全国
交通安全運動、夏の交通事故防止運動、冬の交通事故防止運動、高齢
者交通事故防止運動、横断歩行者を守る交通事故防止運動、交通安全
家庭の日、自転車安全月間、その他（交通事故死ゼロを目指す日、交
通死亡事故シャットアウト緊急対策等、交通事故の発生実態に応じた対
策、コミュニティFMラジオを活用した広報）

各季の交通安全運動を中心に広報活動を実施し、交通事故防止に努め
た。（運動期間は別表2のとおり）
・各地区・安全運転管理事業所等へ「運動実施要綱」配布
・各地区・安全運転管理事業所等へ「柏崎地区の交通事故」配布
・各地区・安全運転管理事業所等へ「かしわざき交通事故マップ」配布
・年４回各季の交通安全運動時に、（公財）柏崎地区交通安全協会から
「柏崎地区交通安全だより」を全戸回覧
・柏崎地区交通安全協会安全運転管理者部会から「ストップ・ザ・交通事
故」を、約500の安全運転管理事業所等に毎月一斉メール等 送信
・各地区独自でチラシ作成配布
・柏崎コミュニティ放送「FM ピッカラ」を通じ交通事故発生状況などの情
報提供
・安全運転管理事業所等に一斉メール等 による交通事故情報等の提
供
・広報車による広報（早朝・日中・夕方）及び街頭立哨
・交通指導所開設 ：４月６日（木）、７月２０日（木）、９月２０日（水）、３月
１日（金）等に各所で実施
・地区の安協でも指導所を実施した。
・地区役員、安全運転管理事業所等による街頭立哨、状況に応じて、垂
れ幕・ステッカー・桃太郎旗・看板の掲出、チラシの配布
・交通事故死ゼロを目指す日：4月10日（月）、9月30日（土）広報車による
広報や立哨で呼び掛けを行った
・えんま市街頭広報は、6月15日（木）に実施した。
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

イ　「安全運転・チャレンジ100」への積極的な参加
県が実施するこのコンクールへの積極的な参加を呼び掛け、交通安全
意識の高揚と安全運転の習慣付けを推進します。
運転免許保有者5人が1チームを編成し、9月23日から12月31日までの
100日間、無事故・無違反を連携で競い合います。
　目標：参加チーム330チーム　達成率：94％

チームのメンバーがお互いに安全運転を呼び掛け、、県の事業である交
通安全運転コンクール「安全運転・チャレンジ100」に参加し、無事故無
違反を目指した。
・期　日　　　9月23日（土） ～ 12月31日（日）の100日間
・内　容　　　地域・職場等のグループ5人で編成し、チーム単位で100日
間無事故無違反を目指し、5人全員が達成した場合、抽選で表彰され
る。
・参加チーム294チーム　・参加費　1チーム　1,000円
（別表2のとおり）

ウ　交通安全フェア
地域ぐるみで交通安全運動の推進を図るため、柏崎警察署地区交通安
全対策連絡協議会が、「交通安全フェア」を実施します。また、「交通安
全標語・川柳＆ポスターコンテスト」も引き続き実施します。
　開催日：１１月２６日（日）午前中　会場：柏崎市産業文化会館

交通安全思想の普及及び意識の高揚を図るため、柏崎警察署地区交
通安全対策連絡協議会主催による「交通安全フェア２０２３」を４年ぶり
に開催した。
　開催日：１１月２６日（日）　会場：柏崎市産業文化会館
　内　容：「交通安全」標語・川柳＆ポスターコンテスト表彰式
　　　　　　笑って楽しく交通安全落語　三流亭楽々さん
　　　　　　動物たちと学ぼう交通安全！（ベルトカッチン体操他）
　　　　　　「交通安全コンサート」新潟県警察音楽隊
　　　　　　特設コーナー

エ　柏崎警察署地区交通安全対策連絡協議会との連携
広域的な交通安全対策を進めるため、関係機関・団体等の交通安全活
動を効果的にかつ円滑に推進する柏崎警察署地区交通安全対策連絡
協議会と連携し、交通安全対策の充実を図ります。

柏崎警察署地区交通安全対策連絡協議会と連携し、交通安全対策の
充実を図った。

(1)　交通安全運動の推
進

る
普
及
啓
発
活
動
の
推
進

- 13 -



【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(2)　横断歩行者の安全
確保

信号機のない横断歩道での死亡事故では、自動車の横断歩道手前で
の減速が不十分なものが多いため、運転者に対して横断歩道手前での
減速義務や横断歩道における歩行者優先義務を再認識させるため、交
通安全教育や交通指導取締り等を推進する。
また、歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機のあるところで
は、その信号に従うといった交通ルールの周知を図る。さらに、運転者
に対して横断する意思を明確に伝え、安全を確認してから横断を始め、
横断中も周りに気をつけること等、歩行者が自らの安全を守るための交
通行動を促すための交通安全教育等を推進する。

・信号機のない横断歩道での死亡事故では、自動車の横断歩道手前で
の減速が不十分なものが多いため、運転者に対して横断歩道手前での
減速義務や横断歩道における歩行者優先義務を再認識させるため、交
通安全教育や交通指導取締り等を推進した。
・３月１日（金）から３月１０日（日）まで「横断歩行者を守る交通事故防止
運動」を実施し、安全運転管理事業所等にステッカーやのぼり旗を配布
し、運転者に「横断歩道は歩行者優先」を再認識させた。また、歩行者に
対して、運転者に横断する意思を伝える「渡るよサイン」について、交通
安全だよりやチラシを通して周知した。

(3)　自転車安全利用の
促進

・自転車利用者の交通ルール遵守及びマナー向上のため、5月の「自転
車安全月間」に、一時停止、安全確認等の場所、歩道通行時における
ルール・マナー、夜間における灯火の点灯・反射材の取り付け、さらに、
ヘルメットの着用等、自転車の安全利用に関する広報啓発を強化しま
す。
また、各地域・各学校で開催される住民や児童生徒を対象とした自転車
安全教育では、交通指導員と連携し実技指導を含め、実践的な指導を
行います。
・県条例で令和４年１０月１に日から義務化された自転車保険の加入及
び道交法で令和５年４月１日から努力義務かされるヘルメットの着用に
ついて周知に引き続き努めます。

・自転車利用者の交通ルール遵守及びマナー向上のため、広報啓発を
強化した。

・５月１８日（木) 柏崎自転車軽自動車商組合、柏崎警察署、柏崎地区交
通安全協会、市の４者が合同で、フォンジェ前で自転車の街頭点検を行
うとともに、ヘルメットを展示するなど周知活動を行った。

(4)　自転車等駐車対策
の推進

自転車利用者のマナー向上と放置自転車防止を呼び掛けると同時に
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に
関する法律」、「柏崎市自転車等放置防止に関する条例」に基づき、ＪＲ
柏崎駅周辺の放置禁止区域及び各駅駐輪場における放置自転車等の
一掃と良好な都市機能の維持確保を図ります。
さらに、交通障害の排除のための啓発活動も実施します。

自転車利用者マナー向上と放置防止を呼び掛けるとともに、ＪＲ柏崎駅
周辺の放置禁止区域及び各駅に設置されている駐輪場の放置自転車
等の一掃と良好な都市機能の維持確保を図った。
（柏崎駅駐輪場の自転車処分台数３６台）
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(5)　シートベルト・チャイ
ルドシートの正しい着用
の徹底

各季の交通安全運動及び交通安全講習会等あらゆる機会を捉えて、正
しい着用とその必要性、効果及び使用方法について啓発を図ります。
また、市市民活動支援課（生活安全業務専門員）が考案し、チャイルド
シートの着用徹底を目的として製作した「ベルトカッチン体操」を浸透さ
せ、着用率の向上を図ります。

・チャイルドシートの使用を含め、シートベルトの着用効果と正しい着用、
使用方法について各季の交通安全運動及び交通安全講習会等あらゆ
る機会を捉えて着用の必要性と効果及び使用方法について啓発を図っ
た。
・交通安全協会でチャイルドシートの短期貸出しを行い、チャイルドシー
トによる乳幼児の安全確保と意識啓発を行った。
・チャイルドシート実態調査を行い、送迎に来る保護者へチラシを配布
し、注意喚起を行った。また、調査結果は各園に情報提供した。

(6)　反射材の普及促進

・夜間の交通事故を防止するためには、全年齢層にわたる歩行者や自
転車利用者が反射材を活用して自らの視認性を高めることが必要で
す。
本市においても高齢者が夕暮れから夜間にかけて道路を横断中に交通
事故に遭うケースが多いことから、交通安全協会等、関係機関・団体と
連携し反射材用品の普及促進に取り組むほか、反射材の視認性効果
の実験等による参加・体験・実践型教育により、反射材の自発的な活用
の促進に取り組みます。
・具体的には、夜間における歩行者が被害に遭う交通事故を防止する
ため、高齢者世帯訪問、各種講習会、交通安全協会のイベント等で夜
光反射材の紹介や配布をします。

・夜間における歩行者が被害に遭う交通事故を防止するため、高齢者
世帯訪問、各種講習会、交通安全協会のイベント等で夜光反射材の紹
介や配布を行った。
　10月7日（土）高齢者宅訪問
　10月9日（月）コツコツ貯筋体操祭り
　10月13日（金）高齢者事故防止チラシ配布
　10月14日（土）・15日（日）大産業まつり他
・新入学児童の登下校時の交通事故を防止するため、ドライバーから視
認性の高いランドセルカバー（えちゴンと水球をモチーフにしたデザイン）
を配布した。

(7)　夕暮れ前のライトの
早めの点灯

自動車運転者から歩行者・自転車が見えにくくなる夕暮れ時から夜間に
かけて、歩行者・自転車・対向車などに自動車・自転車の存在を知らせ
るために、ライトの早めの点灯を周知します。
また、企業等での各種講習会において、特に薄暮時間帯での早めのラ
イト点灯を引き続き呼び掛けます。
※薄暮時間帯とは、日没時刻の前後１時間をいいます。

自動車運転者から、歩行者・自転車が見えにくくなる夕暮れ時から夜間
において、歩行者、自転車、対向車などに車や自転車の接近を知らせる
ため、ライトの早めの点灯について、各種講習会、交通安全運動の機会
を捉えて周知徹底を図った。
また、歩行者、自転車利用者に反射材の有効性について周知を図っ
た。
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(8)　飲酒運転の根絶

飲酒運転の危険性について理解を深めるため、飲酒運転による交通事
故の実態等の周知に努めるほか、飲酒運転取締りを強化します。飲酒
運転防止の広報に当たっては、コミュニティFMラジオ、市ホームページ
等の広報媒体を活用するほか、家庭、学校、職域等と一体となった広報
キャンペーンの実施について、関係機関・団体を通じて積極的に推進し
ます。また、取組を更に進めるため、地域、職場等への飲酒運転の危険
性や実態の広報啓発やハンドルキーパー運動の普及啓発等を行いま
す。

・飲酒運転防止の広報に当たっては、コミュニティFMラジオ、市ホーム
ページ等の広報媒体を活用するほか、家庭、学校、職域等と一体となっ
た広報キャンペーンの実施について、関係機関・団体を通じて積極的に
推進した。
・各季の交通安全運動を中心として、飲酒運転の根絶を呼び掛けた。
特に、１２月７（木)には、市内約６０の飲食店へ「飲酒運転根絶トイレット
ペーパー」やポスターを配布し、飲酒運転根絶を呼び掛けた。
・安全運転管理者選任事業所でのアルコールチェックが令和４（２０２２）
年１０月から義務化されるため、安管通信「ストップ・ザ・交通事故」で周
知した・

(9)　高齢者運転免許自
主返納制度の周知

高齢運転者による加害者事故は、今後、更に増加することが懸念される
ことから、高齢者が当事者となる事故を未然に防止することを目的とし
て、高齢者の運転免許自主返納を促します。
併せて、平成30（2018）年3月1日から代理人による返納が可能となった
こと、また、平成30（2018）年12月1日から警察と地域包括支援センター
が連携して運転免許証の自主返納に対して支援を開始したことなどを、
広く周知し交通安全意識改革を図ります。

・高齢運転者による交通事故件数を減少させるため、運転免許自主返
納制度の周知を図った。
　令和５(2023)年187名返納
・運転免許証自主返納に伴い、警察から地域包括支援センターに情報
提供があった29名の高齢者に対して相談支援を行った。

(10)　悪質・危険な運転
の根絶に向けた広報啓
発活動等の推進

講習会や交通安全運動の際に、妨害運転の危険性について理解を深
めるため、事故実態・危険性等を広く周知し、違反の防止を図ります。
また、運転中のスマートフォン及びカーナビゲーションの操作の危険性
についても、具体的事例を挙げ周知に努めます。

各講習会、交通安全運動の機会を捉え、走行中の携帯電話の使用及び
カーナビゲーション装置等画像注視の危険性について、広報啓発を行っ
た
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(1)　幼児に対する交通安
全教育

・幼児に対する交通安全教育は、身近な生活における交通安全のルー
ルを理解させ、進んでルールを守りながら安全に行動できる習慣や態度
を身に付けさせることを目標に、保育園等、家庭、地域等と連携を図りな
がら計画的かつ継続的に行います。
・保護者ぐるみの幼児交通安全教育を組織的、継続的に行うため、保育
園等の施設を単位に結成されている幼児交通安全教育「トキちゃんクラ
ブ」の活動促進を図ります。また、「飛び出し防止マーク」の張り替えにつ
いては、適宜行います。
・視聴覚教材及び実技研修を通じて、将来の良き交通社会人を育成す
るための知識の習得に重点をおいた｢知る教育｣から、一歩進めて実践
化を目指した「できる教育」への展開を図ります。

・新入園児等の交通安全意識向上のため、交通安全絵本を２９園配布
した。
・幼児交通安全教育「トキちゃんクラブ」は、２８園で実施した。
・交通安全期間中において地域と連携し、のぼり旗を園舎門扉に取り付
けた啓発活動や、雪道の安全な歩き方を保育士が園児を対象にクイズ
形式で行った。また、散歩をしながら交通ルールを園児に学ばせる機会
を設けた。
・交通安全協会女性部による「飛び出し防止マーク」の設置
・節分の豆まき行事に合わせた交通安全教室　２月２日（金）安田保育
園
・小学校入学後の通学に備えて、卒園児を対象とした交通安全教室を
開催した。（別表3のとおり）

(2)　小学生に対する交通
安全教育

小学生に対する交通安全教育は、安全な行動ができるような態度や能
力を身に付けさせることをねらいとし、交通安全指導を行います。低学年
では、特に飛び出しや横断中の事故が多いことから、正しい道路の横断
の仕方等、「歩行者の安全」を中心に効果的な指導を行います。中・高
学年では、自転車の安全な乗車方法と正しいマナーについて、実践的な
指導を行います。自転車乗車用ヘルメット着用についても呼びかけてい
きます。

・学期始め、長期休業前、連休及び国、県の交通安全運動に合わせて、
学校において交通安全指導を行った。
・自転車や車の事故防止を図るため、注意喚起を行った。
・６月３０日（金）に荒浜小学校において大型自動車の死角や内輪差など
の理解を高めるとともに、道路交通にかかわる基本的な事柄を学ぶ「大
型車交通安全教室」を実施した。
・歩行教室、自転車教室の実施結果については別表3のとおり

２
　
段
階
的
か
つ
体
系
的
な
交
通
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(3)　中学生に対する交通
安全教育

・中学生に対する交通安全教育は、生徒の自発的・自治的活動を通じて
の安全指導に配慮します。特に、中学生の交通事故の約半分を占める
自転車事故を防止するため、改訂された「自転車安全利用五則」を中心
に実践的な指導を行います。
・自転車乗車用ヘルメット着用についても呼びかけていきます。

・学期始め、長期休業前、連休及び国、県の交通安全運動に合わせて、
学校において交通安全指導を行った。
・自転車・車の事故防止を図るため、指導・注意喚起を行った。
・保健体育の授業で自転車の乗り方について指導した。
・自転車教室の実施結果については別表3のとおり

(4)　高校生に対する交通
安全教育

・高校生に対する交通安全教育は、交通社会の一員として、社会的な責
任を育て、自他の生命を尊重する態度を養うことをねらいとして、自転車
の安全な利用方法と正しいマナーについて、生徒会活動等を中心に参
加・体験・実践型の組織的な交通指導に努めます。
・高等学校における交通安全講習は、主に自転車乗車中の交通事故防
止を呼び掛ける講習を行います。
・通学時のヘルメット着用の周知に努めます。

ヘルメット着用啓発運動を登下校時に行った。
４月１３日（木）柏崎高校
６月５日（月）柏崎総合高校
（別表4のとおり）

(5)　大学生に対する交通
安全教育

大学生に対する交通安全教育は、運転者として社会的責任の自覚、安
全運転に必要な知識及び危険予想・回避の能力･交通マナーの向上を
目標に、自動車・二輪車の利用等の実態に応じ、関係機関等と連携し、
交通安全教育に努めます。

４月５日（水）新潟産業大学において、柏崎警察署が新入生に対して交
通安全教育のための講話を行った。

通
安
全
教
育
の
推
進
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(6)　成人に対する交通安
全教育

成人に対する交通安全教育は、事業所の安全運転管理の一環として安
全運転管理者、運行管理者等が行う交通安全教育を中心として行いま
す。
自動車の使用者は、安全運転管理者、運行管理者等を法定講習、指導
者向け研修会等へ積極的に参加をさせ、事業者における自主的安全運
転管理の活性化に努めます。
また、自転車の使用者に対しても、事業所を通じて安全利用を呼び掛
け、正しい交通ルールとマナーの啓発に努めます。

・安全運転管理事業所及び運行運転管理事業所に、各季交通安全運
動の要綱や安全教育資料等を配布し、事業所内の交通安全教育及び
交通安全意識の活性化に努めた。
・毎月、安管通信を発行し、安全運転管理及び交通事故等の情報を提
供し、交通安全知識を深めた。
・隔月で集合型安全運転講習会を開催し、交通安全教育を行った。

ア　図書館での視聴覚教材の貸出
交通安全に関するDVD等の貸出を行うことで交通安全意識の高揚を図
ります。

交通安全に関するDVD、ビデオテープ及び16 ミリフィルムを整備、貸出
しを行うことで交通安全意識の高揚を図った。（別表5のとおり）

イ　市民活動支援課での視聴覚教材の貸出
チャイルドシート着用の徹底のための「ベルトカッチン体操」に関する
DVD（映像）及びCD（歌）の貸出を行うことで、交通安全意識の高揚を図
ります。

交通指導員及び保育園に貸出した。

(7)　社会教育における交
通安全教育
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

ア　高齢者交通事故防止運動を通じた意識啓発
高齢者交通事故防止運動（10月1日～10月31日）の実施に際し、高齢者
の交通安全意識の啓発、高齢者保護意識の醸成（出前型・体験型交通
安全教室の開催等）、高齢者に優しい道路環境の整備を運動の重点と
して推進します。

高齢者交通事故防止運動10 月1 日（日）～10 月31 日（火）実施を踏ま
えて、高齢者の交通安全意識の啓発、高齢者保護意識の醸成、高齢者
に優しい道路環境の整備を運動の重点として推進を図った。

イ　参加・体験・実践型交通安全教育の推進
参加・体験・実践型の交通安全教室を開催し、交通安全に必要な知識
の普及、啓発に努め、その実践を図ります。
・　反射材効果実験教室
・　交通安全教室
・　出前型高齢者講習会
高齢者世帯を訪問し、高齢者に対する交通安全の指導を行うとともに、
家庭における交通安全に関する高齢者への配慮が一層促進されるよう
家族の意識啓発を図ります。

・参加・体験・実践型の交通安全教室を開催し、交通安全に必要な知識
の普及、啓発に努め、その実践を図った。
・反射材効果実験教室の開催
・交通安全教室の開催
・高齢者向け体験型交通安全教室　６月５日（月）、１０月２日（月）
　各回24人参加
　会場：柏崎自動車学校
・出前型高齢者講習会の開催
（別表5のとおり）

ウ　交通安全教育指導者による教育の推進
「地域交通安全活動推進委員」（県公安委員会委嘱）による高齢者に対
する交通安全思想の普及と交通安全教育の推進を図ります。
「高齢者交通安全啓発推進委員」（警察署・交通安全協会連名委嘱）に
より、高齢者に対する地域内での声掛け、指導において、交通安全意識
の高揚を図ります。

高齢者交通安全啓発推進員の委嘱（警察署長・交通安全協会長連名）
　登録者数：７７ 人（令和6(2024)年3月末現在、平成26 (2014)年4 月～）

(8)　高齢者に対する交通
安全教育
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

エ　高齢運転者支援策の推進
高齢運転者を中心に視力、聴力など身体的機能の低下などにより運転
に不安が生じた場合、交通事故防止の観点から、運転免許証の自主返
納制度について、地域等の交通安全講習会や地域包括支援センターで
周知を図ります。
高齢者運転標識（高齢者マーク）の積極的な普及・活用を図ります。

・柏崎市第二次成人式において、出席者279名に交通安全チラシや反射
材を配布し、高齢者の交通安全意識の向上を図った。
・高齢者の交通事故防止のための講話寸劇等をコミセンや町内会施設
で２０会場実施した。
・高齢者運転標識（高齢者マーク）の積極的な普及・活用を図った。
・安協女性部が、高齢者世帯宅訪問を行いオリジナルカレンダーや反射
材を配布した。
・地域包括支援センターの相談時において、認知機能の低下等により運
転に不安が見られた場合は、受診勧奨や自主返納制度を周知するな
ど、交通事故防止の働きかけを行った。

オ　関係機関・団体との連携
高齢者の総合的な交通事故防止対策として、柏崎警察署、市、公益財
団法人柏崎地区交通安全協会等の関係機関・団体との連携により高齢
者家庭訪問指導、参加・体験・実践型交通安全教育を効果的に推進し、
高齢者の交通安全意識の高揚を図ります。

・柏崎警察署交通課からの免許返納者の情報提供
・柏崎警察署交通課から免許返納された方で、地域包括支援センター
への相談を希望した場合、市を通じ地域包括支援センターへ情報提供
を行った。
令和５（2023）年度：情報提供件数　29件

カ　高齢者による県民運動への参加
県交通安全協会が実施する「いきいきクラブ・チャレンジ100」（65歳以上
の高齢者5人一組になり、9月23日から12月31日までの100日間、無事
故・無違反を目指す。）に参加し、市、公益財団法人柏崎地区交通安全
協会、新潟県高齢者交通安全推進員、老人クラブ等との連携により、地
域の特性を活かした交通安全教育を推進します。

新潟県警察本部・(公財)新潟県交通安全協会が実施する「いきいきクラ
ブ・チャレンジ100」（65 歳以上の高齢者5 人を1 チームとして、交通安全
知識を有するリーダーの下、9 月23 日（土）から12 月31 日（日）まで無
事故に挑戦する。）に、柏崎市、交通安全協会、老人クラブ連合会等が
連携して参加した。（別表5のとおり）
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(1)　交通安全教育の推
進

交通安全に関する指導は、学級活動及び学校行事などを中心に、全て
の教育活動全体を通じて行います。
また、学校の実態に即し、全教員が共通理解の基に推進する体制を確
立し、家庭・地域や関係団体と連携を密にし、組織的、系統的な指導が
できるよう年間指導計画を作成し、指導の徹底を図ります。

・交通安全に関する指導は、学級活動及び学校行事などを中心に、全て
の教育活動を通じて行った。
また、学校の実態に即し、全教員が共通理解の基に推進する体制を確
立し、家庭・地域や関係団体と連携を密にし、組織的、系統的な指導が
できるよう年間指導計画を作成し、指導の徹底を図った。
 ・交通安全に関する指導は、学級活動及び学校行事などを中心に学校
の教育活動の様々な場面で行った。
・全教員が共通理解を図る場を設定し組織的、系統的な指導を推進し
た。安全教育の年間指導計画の中に交通安全教育を位置付け、指導を
行った。
・春の全国交通安全運動と新入学児童の交通事故防止についての指導
・街頭、校門等での立哨指導
・自転車利用者の交通ルール遵守、マナー向上の指導
・ゴールデンウィーク前の交通安全指導
・長期休業等における交通安全指導
・以下の交通安全の指導項目をもとに小中学校で指導を行った。
ア　道路の歩行や道路横断時の危険の理解と安全な行動の仕方
イ　踏切での危険の理解と安全な行動の仕方
ウ　交通機関利用時の安全な行動
エ　自転車の点検・整備と正しい乗り方
オ　二輪車の特性の理解と安全な利用
カ　自動車の特性の理解と自動車乗車時の安全な行動の仕方
キ　交通法規の正しい理解と遵守
ク　運転者の義務と責任についての理解
ケ　幼児、高齢者、障害のある人、傷病者等の交通安全に対する配慮
コ　安全な交通社会づくりの重要性の理解と積極的な参加・協力

３
　
効
果
的
な
交
通
安
全
教
育
の
推
進
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(2)　交通安全講習会・研
修会の充実

ア　交通安全研修会等
(ｱ)　幼児交通安全教育指導者研修会
幼児教育の指導者を対象に、実技指導等を通して研修を行い、保育園
等における交通安全教育の充実を図ります。
(ｲ)　交通指導員研修
街頭立哨指導の心得及び実技、自転車安全教育の指導実技等各種講
習会を通して資質の向上を図ります。

県で実施される高齢者交通安全講習会への参加を勧め、新しい推進員
の養成及び認定者の再教育の機会をつくり、日頃の交通安全活動の充
実を図った。

(3)　教員に対する研修の
参加促進

小・中・高等学校の教員対象の県主催による交通安全教育指導者研修
会、自転車安全教育指導員認定講習への参加を促進し、指導者の資質
の向上を図り、交通安全指導の充実に努めます。また、市教育センター
講座に「学校安全講座」を設け実施し、教員の資質向上を図ります。

各種団体主催の交通安全教育研修会を紹介し参加した。
市教育センター講座に「学校安全講座」を設け実施し、教員の資質向上
を図った。

(1)　家庭における交通安
全意識の高揚

各季の運動のほか、交通安全は家庭からをテーマに、県が昭和
53(1978)年度に制定した毎月10日の「交通安全家庭の日」を更に普及推
進するための広報周知を図ります。
家庭においては、交通安全の話し合いをするよう、毎月1回、「交通安全
家庭の日通信」と題した啓発チラシを管内の全小学校へ配布し、家庭に
おける交通安全意識の高揚を図ります。
また、交通安全講習会などを通じ「交通安全家庭の日」の周知を図るほ
か、交番・駐在所広報紙など広報媒体を通じ周知を図ります。

・柏崎地区交通安全協会では各地区協会、安全運転管理事業所の交
通安全講習会等あらゆる機会を捉えて、交通安全は家庭からをテーマ
に各交通安全運動はもとより、毎月10 日の「交通安全家庭の日」に家族
で話し合うよう習慣付けの啓発を図った。
・「交通安全家庭の日通信」を作成し、市内全小学校を通じて年間6回配
布した。
・警察ではラジオを通じての広報や交番・駐在所の広報誌等での周知を
行うなど、市、柏崎地区交通安全協会及び警察がそれぞれの立場で主
体性を持ち連携を図りながら、三位一体で取り組んだ。

進
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

ア　交通安全指導の充実
路面ペイント等（飛び出し防止足型・交差点マーク塗布）を配布し、地域
ぐるみの交通事故防止を推進します。また、各地区の交通指導員をはじ
め柏崎地区交通安全協会等の民間交通安全組織（地区安協）の活動と
連携し、地域住民の交通事故防止を図ります。

・交通安全協会各地区の育成強化を行った。
・子ども会、ＰＴＡ、安全運転管理事業所等関係機関との連携の下、地域
総ぐるみで、地域の交通安全活動の推進に当たり、交通事故防止に努
めるように指導の充実を図った。

イ　交通安全意識の高揚
地区コミュニティ等で開設する学級・教室等において交通安全に係る学
習内容を取り入れた社会教育活動等を実施するよう指導します。また、
図書館及び交通安全協会で交通安全の視聴覚教材（DVD等）を備え、
その教材の貸し出し利用を図り、交通安全意識の高揚を促進します。

交通安全協会各地区の活動は、免許所有者、老人クラブ、保育園児等
に交通安全講習会を開催し、地域の交通安全意識の高揚を図った。

ウ　関係団体との連携
子ども会、ＰＴＡ等の社会教育団体や、青少年健全育成団体に対して、
交通安全関係機関・団体と連携を図りながら、地域における実践活動を
通じて交通安全思想が徹底されるよう指導します。

各交通安全運動における活動各交通安全運動には、各地区が地域住
民と一体となり、交通安全桃太郎旗の掲出、地区独自の交通安全チラ
シの作成、交通指導所開設、街頭立哨、交通安全施設点検等の実施を
行い、地域住民の交通事故防止を図った。

エ　高齢者への交通安全指導の充実
老人クラブ活動の場や高齢者施設における交通安全教育・指導の促進
を図ります。

交通安全協会女性部で、高齢者宅や高齢者が集まる場所を訪問して、
交通安全カレンダーや反射材を配布し、高齢者の交通安全指導を行っ
た。

４
　
地
域
社
会
に
お
け
る
交
通
安
全
意
識
の
高
揚

(2)　地域における交通安
全指導の充実
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第２章　交通安全思想の普及徹底・類似事故防止対策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画 　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

オ　障がい者への交通安全指導の充実
障がい者に対して、障害福祉サービス事業者等の協力を得ながら、要
望に応じて、参加・体験・実践型の交通安全教室を開催し、交通安全に
必要な知識の普及、啓発に努め、交通安全指導の充実を図ります。

障害福祉サービス事業所で、利用者に対し交通安全指導を行った。
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第３章　安全運転の確保

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(1)　運転者教育の充実
強化

交通安全思想の普及と交通安全意識の高揚を図るとともに、交通ルー
ルの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるため、運転者に実践
的な充実した教育と指導強化を積極的に実施します。
・　交通安全協会23地区、事業所、老人クラブ等を通じて講習会を積極
的に実施します。
・　免許更新講習における講習内容等の充実を図ります。
・　原付車指導員による原付実技講習を充実し、効果的指導を実施しま
す。
・　高齢運転者に対する交通安全教育を推進し、適性診断を実施しま
す。
・　高齢者で運転免許を保有していない者に対する交通安全教育及び
指導の強化を図ります。

・交通安全思想の普及と交通安全意識の高揚を図るとともに、交通ルー
ルの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるため、運転者に実践
的な充実した教育と指導強化を図った。
・交通安全協会23地区組織、事業所、老人会等を通じて講習会を積極
的に実施した。
・免許更新講習における講習内容等の充実を図った。
・原付車指導員による原付実技講習を充実し、効果的指導を実施した。
・高齢運転者に対する交通安全教育を推進し、適性診断を実施した。
・高齢者で運転免許を保有していない者に対する交通安全教育及び指
導の強化を図った。
・１０月１６（月）安全運転管理事業所を対象とした安全運転競技大会を
実施した。（柏崎自動車学校 １１人参加）
（別表6のとおり）

(2)　安全速度の励行と定
着化

速度の出し過ぎが原因による重大な交通事故を防ぐため、交通事故発
生状況を分析し、事故多発路線の速度取締りを行い、安全速度が保持
されるよう、引き続き、広報・啓発活動、運転者教育及び街頭指導を推
進し、安全速度の励行とその定着化を図ります。

各種広報媒体を利用した速度抑制のための広報を行った。

１
　
運
転
者
教
育
等
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第３章　安全運転の確保

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(3)　指定自動車教習所
における教習の充実

ア　教習水準の向上、運転技能の向上を図り、個人の能力に応じた初
心運転者の育成を行う。
イ　教習環境の管理、整備
ウ　高齢者教育の充実
エ　地域の交通安全教育センターとしての活動推進
オ　免許取得者、各講習受講者に対して、妨害運転等の悪質性・危険運
転の危険性についての教育・再教育

・教習水準の向上を図るため、月１回職員教養研修会を行った。
・高齢者講習の座学において、「柏崎地区における事故の特徴」「高齢
者事故の特徴」を伝え、事故防止について講話を行った。
・企業安全運転講習、安全運転診断を30社１４１名に実施した。
・地域の自転車教室を行った。（小学5・６年生10名参加）

(4)　シートベルト・チャイ
ルドシートの正しい着用
の徹底

各季の交通安全運動及び交通安全講習会等あらゆる機会を捉えて、正
しい着用とその必要性、効果及び使用方法について啓発を図ります。
また、市市民活動支援課（生活安全業務専門員）が考案し、チャイルド
シートの着用徹底を目的として製作した「ベルトカッチン体操」を浸透さ
せ、着用率の向上を図ります。

・チャイルドシートの使用を含め、シートベルトの着用効果と正しい着用、
使用方法について各季の交通安全運動及び交通安全講習会等あらゆ
る機会を捉えて啓発を図った。
・交通安全協会でチャイルドシートの短期貸出しを行い、チャイルドシー
トによる乳幼児の安全確保と意識啓発を行った。また、パパママセミ
ナーでも、チャイルドシート利用促進のため啓発品を配布した。

(1)　安全運転管理者教
育の充実

安全運転管理者の資質の向上と管理能力の活性化を図るため、講習内
容の一層の充実を図ります。

安全運転管理者等法定講習会の受講促進し、安全運転管理者の資質
の向上を図った。

等
の
充
実
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第３章　安全運転の確保

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

ア　自動車運送事業者等に対する指導監督の充実
労働基準法等の関係法令等の履行及び運行管理の徹底を図るため、
飲酒運転等の悪質違反を犯した事業者、重大事故を引き起こした事業
者及び新規参入事業者等に対する監査を徹底するとともに、関係機関
合同による監査・監督を実施し、不適切な事業者に対しては厳正な処分
を行う。このため、効果的かつ効率的な　監査を実施するための監査シ
ステムの構築及び監査実施体制の充実・強化を図る。
また、関係行政機関との連携として、相互の連絡会議の開催及び指導
監督結果の相互通報制度等の活用により、過労運転に起因する事故等
の通報制度の的確な運用と業界指導の徹底を図る。
特に、貨物自動車運送事業者については、新潟県貨物自動車運送適正
化事業実施機関を通じての過労運転・過積載の防止等運行の安全を確
保するための指導の徹底を図る。

該当事項なし。

イ　飲酒運転・迷惑運転等の根絶
点呼時におけるアルコール検知器の使用の徹底により、自動車運送事
業者における飲酒運転ゼロを目指す。
また、スマートフォンの画面を注視したり、携帯電話で通話しながら運転
する「ながら運転」、他の車両の通行を妨害し、重大な交通事故にもつな
がる「あおり運転」等の迷惑運転について、運転者に対する指導・監督を
行うよう事業者に対し指導を行う。
さらに、事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸
安全マネジメント評価を通じて、運輸事業者による防災意識の向上及び
事前対策の強化等を図り、運輸防災マネジメントの取組を強化するとと
もに、感染症による影響を踏まえた運輸事業者の安全に係る取組を強
化する。

自動車運送事業者等に、運転者に対する指導を促す、飲酒運転の根絶
や「ながら運転」「あおり運転」等の迷惑運転についての資料を配布し
た。

２
　
事
業
者
に
対
す
る
安
全
運
転
管
理
の
指
導

(2)　自動車運送事業者
等の行う運行管理の充
実
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第３章　安全運転の確保

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

ウ　運転者の健康起因事故防止対策の推進
運転者の疾病により、運転を継続できなくなる健康起因事故を防止する
ため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の周知・徹底を
図る。

健康起因事故防止のため、自動車運送事業等に「健康管理と安全運
転」についての資料を配布した。

３
　
交
通
労
働
災
害

の
防
止

(1)　交通労働災害の防
止

労働災害防止団体、事業者団体を通じ、交通危険マップ等を活用した適
切な走行管理を始め「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知
徹底を図ります。

個別企業に対する監督指導、労働災害防止団体や事業者団体が主催
する研修会等、あらゆる機会を通じて、交通危険マップ等を活用した適
切な運行管理をはじめ「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周
知徹底を実施した。

(2)　リスクアセスメントの
普及促進

作業に内在する危険性及び有害性を調査し、危険性等の低減措置を講
ずること（リスクアセスメント）の指導により、交通労働災害を防止するた
めの予防的手段（先取り型）の構築を促進します。

リスクアセスメントの実施及び交通労働災害を防止するための予防的手
段（先取り型）の構築について、個別企業に対する監督指導、労働災害
防止団体及び事業者団体が主催する研修会等、あらゆる機会を通じて
周知を行いました。
令和５(2023)年度においては、リスクアセメント実施率は全産業で５
１％、運輸交通業においては６１％で推移しています。

- 29 -



【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第３章　安全運転の確保

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(3)　自動車運転者の労
働条件の適正化

自動車運転者を使用する事業所に対し「自動車運転者の労働時間等の
改善のための基準」の履行確保を主眼とする監督指導を実施し、休憩
時間の確保・連続運転の禁止など自動車運転者の適正な労働条件を確
保することにより過労運転の防止及び安全運転の確保を図ります。

令和６(2024)年４月に改正される「自動車運転者の労働時間等の改善の
ための基準」について、自動車運転者を使用する事業所を対象に集団
指導を開催し、延べ２回、延べ８８事業場が参加、休憩時間の確保・連
続運転の禁止など自動車運転者の適正な労働条件の確保等、改正基
準の履行確保を求めました。また、令和４(2022)年度における定期健康
診断有所見率が全産業４６．４％に対し、運輸交通業では５２．７％と高
いことから、自主点検の実施と健診結果に基づく就業上の措置の実施
を要請し、働き方改革関連法と相まって健康面から過労防止及び安全
運転の確保を図りました。

４
　
道
路
交
通
に
関

す
る
情
報
の
収
集
と

提
供

同左

・道路交通に影響を及ぼす大雪、大雨、強風等の自然現象に対して、的
確な監視を行い、関係機関、道路利用者等が必要な措置を迅速に取り
得るよう適時適切な予報及び注意報・警報等の災害情報を、必要に応じ
て広報し、事故の防止・軽減に努めます。
・国土交通省の国道8・116号の動画画像の配信を受け、災害時の交通
情報の把握に努め必要な対策に活用します。

道路交通に影響を及ぼす大雪、大雨、強風等の自然現象に対して、的
確な監視を行い、関係機関、道路利用者等が必要な措置を迅速に取り
得るよう適時適切な予報及び注意報・警報等の災害情報を、必要に応じ
て広報し、事故の防止・軽減に努めた。
国土交通省の国道8・116号の動画画像の配信を受け、災害時の交通情
報の把握に努め必要な対策に活用した。
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第４章　車両の安全性の確保

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(1)　自動車アセスメント
情報の提供等

・高齢運転者の身体機能等の低下に伴う交通事故への対策として、自
動車の安全装置の正しい使用方法、装備状況等の一般情報を、高齢者
向け交通安全教室等にて定期的に提供することにより、より安全な自動
車の普及拡大を促進します。
・チャイルドシートについても、製品ごとの安全性に関する比較情報等を
自動車使用者に提供することにより、その選択を通じてより安全なチャイ
ルドシートの普及拡大を図ります。

・高齢運転者の身体機能等の低下に伴う交通事故への対策として、自
動車の安全装置の正しい使用方法、装備状況等の一般情報を、高齢者
向け交通安全教室等にて定期的に提供した。
・チャイルドシートについても、製品ごとの安全性に関する比較情報等を
自動車使用者に提供することにより、その選択を通じてより安全なチャイ
ルドシートの普及拡大を図った。

ア　自動車の検査及び点検整備の推進
自動車使用者の保守管理意識を高揚し、検査及び点検整備の促進を
図るため、新潟県自動車整備柏崎地域協議会と協力し「自動車点検整
備推進運動」を展開し、広報活動の推進、マイカー点検や相談所を開設
し、自動車使用者による保守管理の徹底を一層強力に推進します。

・自動車使用者の保守点検管理意識を高揚し、検査及び点検整備の促
進を図るため、新潟県自動車整備柏崎地域協議会と協力した。
・一般県道で5月18日（木）、8月24日（木）、9月14日（木）、10月12日（木）
に一般運転者へのマイカー街頭点検を実施した。
・国道8号では、6月12日（月）に国交省・整備振興会合同で実施した。

イ　不正改造車の排除
　暴走行為や過積載を目的とした不正改造車等を排除し、自動車の安
全確保及び公害の防止を図るため、新潟県自動車整備柏崎地域協議
会等と協力して、国道8号などにおいて車両の街頭点検を実施します。

新潟県自動車整備柏崎地域協議会等と協力して、国道8号などにおい
て、車両の街頭点検を実施した。
実施日：6月12日（月）、9月14日（木）、10月12日（木）

(2)　自動車点検整備の
充実

１
　
車
両
の
安
全
性
の
確
保
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第４章　車両の安全性の確保

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(3)　自転車の安全性の
確保

ア　安全整備体制の充実と安全意識の高揚
・自転車の安全性を確保し、自転車事故防止を図るため、自転車利用
者に対して定期的に自転車安全整備店において点検整備を受ける気運
を醸成するとともに、交通安全教育及び広報活動等を通じて、ＴＳマーク
保険制度（自転車の点検整備に付帯されている保険による被害者の救
済制度）の普及を図り、自転車利用者の安全意識の高揚を図ります。さ
らに、夕暮れ時から夜間にかけての交通事故防止を図るため、ライトの
点灯の他、反射材の（後部・側面部）普及・促進を図ります。
・特に通学で自転車利用の機会が多い中学・高校生対象の交通安全教
育において、同保険制度の広報に努め今後の保険加入の普及、促進を
図ります。

・自転車の安全性を確保し、自転車事故防止を図るため、自転車利用
者に対して定期的に自転車安全整備店において点検整備を受ける気運
を醸成するとともに、交通安全教育及び広報活動等を通じて、ＴＳマーク
保険制度（自転車の点検整備に付帯されている保険による被害者の救
済制度）の普及を図り、自転車利用者の安全意識の高揚を図った。
・夕暮れ時から夜間にかけての交通事故防止を図るため、ライトの点灯
の他、反射材（後部・側面部）の普及・促進を図った。
・通学で自転車利用の機会が多い中学・高校生対象の交通安全教育に
おいて、同保険制度の広報に努め今後の保険加入の普及、促進を図っ
た。

イ　自転車の点検整備の推進
・自転車商組合と連携した街頭点検を行い、自転車の適正な整備点検
を周知させ、あわせて改訂された「自転車安全利用五則」の広報啓発に
努めます。
関係団体の協力を得て、学校や街頭等における点検指導による交通安
全意識の高揚を図ります。
・特に、児童・生徒、高齢者が利用する自転車を重点に点検整備を推進
し、安全性の確保を図ります。
≪新・自転車安全利用五則≫
①　車道が原則、左側を通行
　　 歩道は例外、歩行者を優先
②　交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③　夜間はライトを点灯
④　 飲酒運転は禁止
⑤　ヘルメットを着用

５月１８日（木）、フォンジェ前で街頭点検を実施した。
自転車の適正な点検・整備、「自転車安全利用五則」の周知と自転車の
交通事故防止を呼び掛けた。さらに、自転車のヘルメット着用の啓発活
動も行った。
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第５章　道路交通秩序の維持

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(1)　交通指導取締りの強
化

交通事故発生状況を分析し、事故発生路線、地域、時間帯を考慮したよ
り効果的な交通指導取締りを展開する他、街頭活動を強化し交通事故
の未然防止を推進します。

交通事故発生状況を分析し、事故発生路線、地域、時間帯を考慮したよ
り効果的な交通指導取締りを展開する他、街頭活動を強化し交通事故
の未然防止を推進した。

(2)　シートベルト・チャイ
ルドシート着用の徹底

道路におけるシートベルト・チャイルドシート着用義務違反の取締りを推
進し、交通事故発生の際、乗員の安全を最大限確保できるようにしま
す。
年間を通じての重点である「シートベルト・チャイルドシート着用の徹底」
（県の重点）として、指導取締り、広報を実施し、着用率向上と正しい着
用の徹底を図ります。
また、幼児への交通教育の場の「トキちゃんクラブ」でチャイルドシートの
必要性と正しい装着の仕方について周知するとともに、その後のチャイ
ルドシート装着の検証のため、保育園等の巡回指導を行います。

・主要国道でのシートベルト・チャイルドシート着用義務違反の取締りを
推進し、交通事故発生の際、乗員の安全を最大限確保できるように努め
た。
・9月4日（月）～10月23日（月）、保育園、幼稚園にてチャイルドシートの
装着率を調査した。
チャイルドシート調査１６園（装着率９４．７％）※毎年1/2の園で実施

(3)　暴走行為防止対策
の強化

引き続き各種警察活動を通じ、市民の暴走族排除機運の醸成を図りま
す。

引き続き各種警察活動を通じ、市民の暴走族排除機運の醸成を図っ
た。

１
　
交
通
指
導
取
締
り
の
強
化
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第５章　道路交通秩序の維持

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(4)　不正改造車の排除

暴走行為や過積載を目的とした不正改造車等を排除し、自動車の安全
確保及び公害の防止を図るため、新潟県自動車整備柏崎地域協議会
等と協力して、国道8号などにおいて、車両の街頭点検を実施します。

新潟県自動車整備柏崎地域協議会等と協力して、一般道にて車両の街
頭点検を実施するとともに、国道8号などにおいて、国交省等と車両の
街頭点検を実施した。

２
　
駐
車
秩
序
の
確
立

(1)　総合的な駐車対策
の推進

・地域住民等の意見要望を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直し
を実施するとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配
慮し、地域の交通実態等に応じた規制の緩和を行うなど、きめ細かな駐
車規制を推進します。
・交通事故防止と道路交通の円滑を確保するため、違法駐車の取締りと
街頭広報による違法駐車防止を呼び掛けます。
特に、通行の障害となる路上駐車等、迷惑性の高い駐車違反の防止に
ついては、積極的に取締りを行うとともに広報等で周知徹底に努めま
す。

・地域住民等の意見要望を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直し
を実施するとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配
慮し、地域の交通実態等に応じた規制の緩和を行うなど、きめ細かな駐
車規制を推進した。
・交通事故防止と道路交通の円滑を確保するため、違法駐車の取締りと
街頭広報による違法駐車防止を呼び掛けた。
特に、通行の障害となる路上駐車等、迷惑性の高い駐車違反の防止に
ついては、積極的に取締りを行うとともに広報等で周知徹底に努めた。
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第６章　救急・救助活動の充実

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(1)　救急・救助体制の整
備

・複雑多様化する災害に対応するため、各資機材の取扱いに習熟し、知
識・技術の向上に取り組むとともに、救急・救助の連携訓練を実施する
など連携体制の充実を図ります。
・入電情報からドクターヘリ出場要請基準に準じドクターヘリを迅速要請
する他、現場への医師搬送体制を強化するなど早期医療介入の体制を
さらに構築します。

・救急、救助の連携を図るため研修、訓練を実施した。また、新潟県の
緊急消防援助隊への訓練に参加し、県内消防本部との顔の見える関係
を構築した。
・119番入電時にドクターヘリ要請基準キーワードに準じて、ドクターヘリ
を迅速要請し、早期の医療介入ができた。

(2)　地域住民等に対する
応急手当の普及啓発活
動

・年4回の応急手当講習会を定期開催します。受講者のニーズに応じた
応急手当講習会を開催します。
・事業所等からの依頼に基づき、応急手当普及員講習会を開催し普及
員を養成します。
・ホームページ及びＳＮＳを活用して応急手当の普及啓発を行います。

・年4回の一般公募による応急手当講習会をはじめ、各事業所からの
ニーズに応じて応急手当講習会を開催した。また、応急手当普及員（指
導者）に資器材を貸し出し普及活動に取り組んだ。
・依頼のあった事業所へ応急手当普及員講習を実施し、普及員の養成
をした。
・広報かしわざき及びホームページを活用し、応急手当の普及啓発がで
きた。

２
　
救
急
医
療
体
制

の
整
備

同左

夜間、休日及び土曜日において、柏崎総合医療センター、柏崎中央病
院、国立病院機構新潟病院の三病院により、二次救急対応として実施
している輪番制について、運営支援、救急医療機器整備支援を実施す
ることにより、救急医療体制を整備し、機能の充実を図っていきます。

・夜間・休日及び土曜日の午後において、柏崎総合医療センター、柏崎
中央病院、国立病院機構新潟病院の三病院による二次救急対応として
の輪番制を実施し、救急医療体制を確保した。
・輪番病院である柏崎総合医療センター及び柏崎中央病院の救急医療
機器整備に支援をし、救急医療機能の維持充実を図った。

１
　
救
急
・
救
助
体
制
の
整
備
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅱ　道路交通の分野別施策
第７章　被害者支援の充実と推進

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

１
　
交
通
事
故
相
談

業
務
の
充
実

同左

複雑多様化する交通事故被害者等の救済や援護、損害賠償問題等の
様々な相談に応じるため、市消費生活センターでの相談業務の充実を
図ります。
あわせて、被害者等の相談窓口の選択肢が広がるよう、県交通事故相
談所、（公財）日弁連交通事故相談センター等との連携を図ります。

消費生活センターにおける相談実績　１件

２
　
交
通
災
害
共
済

の
加
入
促
進

同左

市内に居住している方及びその家族と生計を一にしている家族で、県内
外に単身赴任している方や学生の方も加入できます。
見舞金の請求期間は、交通災害を受けた日から起算して1年以内であ
り、市民の交通事故災害について相互救済を行うため、新潟県交通災
害共済の加入促進を図ります。

・加入状況（会費１人５００円）
　加入者２９，４３９人　会費額１４，７１９，５００円　加入率３７．７％
・見舞金給付状況
　見舞金給付件数４１件　給付総額４，２９０，０００円　給付率２９．１％

３
　
交
通
遺
児
等
対
策
の
充
実

同左

保護者が自動車等の交通事故により死亡又は障害の状態となったこと
により、親権者、後見人その他の者が養育している遺児や自動車事故
被害者で生活に困窮している人への支援制度の周知を図ります。
（公益財団法人新潟県交通遺児基金事業等）

・校長会・教頭会にて交通遺児への対応について確認を行った。
・保護者が自動車等の交通事故により死亡または障害の状態となった
ことにより、親権者、後見人、その他の者に養育されている遺児や自動
車事故被害者で生活に困窮している人への支援を図った。
・公益財団法人新潟県交通遺児基金等が実施する交通遺児激励事業
・独立行政法人自動車事故対策機構新潟主管支所が実施する交通遺
児等に対する生活資金貸与事業
・重度後遺傷害者に対する後遺傷害保険（共済）金の一部立替貸付け
・介護料の支給等の制度の周知
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【単年度計画】令和５（2023）年度　柏崎市交通安全実施計画　（報告）

Ⅲ　踏切道の安全についての施策

大項目 中項目 令和５（2023）年度実施計画
　
　　　　　　　　　　　　　　令和５（2023）年度実施状況

(1)　踏切道の立体交差
化及び構造改良の促進

踏切事故の防止を図るため、道路又は鉄道の新設、改良にあたって
は、鉄道と道路の平面交差を避け立体交差を促進し、踏切事故の減
少、交通の円滑化を図ります。

実施無し

(2)　踏切保安設備の整
備及び交通規制の実施
等

踏切保安装置については、踏切標識の整備、踏切修繕等の整備を図り
ます。
また、踏切道の実態に応じ、その幅員などを勘案しながら踏切保安設備
の整備を図ります。
なお、道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、迂回
路の状況等を勘案し、必要な交通規制を実施します。

・交通規制の実績なし。
・踏切保安設備の整備実績なし

(1)　踏切道の除雪の徹
底

冬期間の踏切道の交通安全対策を図るため、交通量の比較的少ない
踏切道の道路管理者と一体となった交通規制強化を推進するとともに
交通量の多い踏切道の早期除雪体制の強化を継続します。

・冬期間の踏切道の交通安全対策のため、規制強化に向け、早期に道
路管理者へ説明、協議を行うよう努めた。
・除雪体制の構築と巡回除雪強化の継続を昨年度同様に行った。

(2) その他踏切道の交通
の安全及び円滑化等を
図るための措置

・踏切道での重大事故を未然に防ぐため交通指導取締りを実施するほ
か、JRと連携した広報啓発を行います。
・踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、車両等踏切通行止
時の一時停止義務違反等に対する指導・取締りを強化するとともに、冬
期間の事故防止を図るため、早期除雪体制の強化、踏切融雪設備の不
良箇所整備を行うなど、安全の確保に努めます。
また、踏切通行車の安全意識の向上及び、踏切支障時における非常信
号等の緊急措置の周知を図るための措置を講じるなど安全確保に努
め、広報活動を継続します。
・踏切事故啓発活動については、コロナウィルスの感染状況を加味し、
計画します。

・踏切道における重大事故を未然に防ぐため、踏切での交通指導取締り
を実施した。

・通学区域内に注意が必要な踏切道がある小中学校の交通安全教室で
は、踏切道の交通安全に特に重点を置いて指導を行った。

２
　
そ
の
他
踏
切
道
の
交
通
の
安
全
及
び
円
滑
化
等

を
図
る
た
め
の
措
置

１
　
踏
切
保
安
設
備
の
整
備
及
び
交

通
規
制
の
実
施
等
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別表　１

１　道路等の整備

(1)　 交通事故多発区間の重点的な事故対策

国（長岡国道事務所柏崎維持出張所）の事業
区　　分 路　　線　　名 地　　名 事　業　量

区　画　線 国道8号・116号 管内全域 51,654ｍ

新潟県（柏崎地域振興局地域整備部）の事業
区　　分 地　　　名 事　業　量

歩　道 一般国道 353号 新道地内 用地測量１式

区画線 一般国道 252号　他 上田尻地内他 71,820m

防護柵（更新） 一般県道 野田西本線他 豊町他 310ｍ

柏崎市（市都市整備部・農林水産課）の事業

区　　分 担当課 路　線　名 地　　名 事業量等

道路照明 道路維持課 市道2-45号線他 鏡町地内他 14基

道路維持課 市道13-2号線他 大字鯨波地内他 100,032ｍ

道路河川課 市道9-55号線他 茨目地内他 2,463ｍ

道路維持課 市道16-1号線他 大字青海川地内他 310ｍ

道路河川課 市道11-107号線他 藤元町地内他 12ｍ

デリネーター 道路河川課 市道9-55号線他 茨目地内他 60本

（2）歩行者、自転車道利用者の交通環境の整備

ア　歩行者のための交通環境の改善
区　　分 担当課 路　線　名 地　　名 事業量等

防護柵（歩道） 道路維持課 市道1-1号線他 西本町三丁目地内他 15m

路肩拡幅 道路維持課 市道7-104号線 半田三丁目地内 151m

イ　歩行者、自転車の安全な通行の確保
区　　分 担当課 路　線　名 地　　名 事業量等

路肩のカラー舗装 道路維持課 市道9-21号線 大字平井地内 56m

ウ　コミュニティゾーンの整備
区　　分 担当課 路　線　名 地　　名 事業量等

路面標記（注意喚起） 道路維持課 市道4-1号線他 桜木町地内他 1,067m

２　交通安全施設等の整備による交通安全の推進

（3）生活環境の整備
区　　分 担当課 路　線　名 地　　名 事業量等

区画線 道路維持課 市道2-43号線他 鏡町地内他 2,539m　※ｿﾞ-ﾝ30内

（6）バリアフリーまちづくり事業の実施

路線名 地　　名 事業量

一般国道8号 柳田町地内

一般国道252号 安田地内 36ｍ

一般国道352号 松波地内

一般国道353号 下方地内

一般国道353号 横山地内 104ｍ

市道柏崎2-2号線 鏡町地内 76m

１１　その他の道路交通環境の整備

（2）冬期間における道路環境の整備

区　　間 担当課 路線名 地　　名 事業量等

消雪パイプ井戸さく井 道路維持課 市道8-117号線他 大字南下地内他 2か所
消雪パイプメーンパイプ打換 道路維持課 市道21-12号線他 大字田屋地内他 1,082m（6か所）

歩道拡幅（用地補償）

歩道拡幅（測量・設計、用地測量）繰越

歩道改築（工事）、橋台工次年度繰越

視覚障がい者誘導用ブロック（補修）

令和５年度実施状況報告

区画線

防護柵

整備内容

歩道改築（工事）46ｍ次年度繰越

路　　線　　名

視覚障がい者用付加装置設置のための調査及び設置



別表　２

１　交通安全に関する普及啓発活動の推進

ア　各季における交通安全（交通事故防止）運動の取組

イ　「安全運転・チャレンジ100」への積極的な参加

区　分 参加チーム 達成チーム 達成率 参加者

柏崎市 294 276 93.80% 1,470人

県全体 6,941 6,483 93.40% 34,705人

県民交通安全フェア
～交通安全県宣言記念行事～

　7月31日（月）：新潟テルサ「寸劇：水戸黄門」

交通安全家庭の日 　毎月10日

自転車安全月間
　5月1日（月） ～ 5月31日（水）
　自転車街頭点検　5月18日（木）

県の運動と実施期間

夏の交通事故防止運動

　7月22日(土) ～ 7月31日(月)

　街頭指導所　7月20日(木)：西本町臨港道路

冬の交通事故防止運動

　12月11日(月) ～ 12月20日(水)

　飲酒運転根絶啓発物品の飲食店への配布
　　　　　　　　　　　　　12月７日(木)

高齢者交通事故防止運動
　10月1日(日) ～ 10月31日(火)
　高齢者体験型交通安全講習10月2日（月）
　秋の収穫祭　10月22日（日）

横断歩行者を守る交通事故防止運動

　3月1日（金） ～ 3月10日（日）

　街頭指導所　3月1日（金）：柏崎警察署前

いきいきクラブ・チャレンジ100 　9月23日（土） ～ 12月31日（日）

安全運転・チャレンジ100 　9月23日（土） ～ 12月31日（日）

種　別 運　動　名 期　間　等

全国の運動と実施期間

春の全国交通安全運動

　5月11日(木) ～５月20日(土)

　早朝街頭立哨、下校時街頭立哨（期間中）

秋の全国交通安全運動

　9月21日(木) ～ 9月30日(土)

　
　早朝街頭立哨（期間中）
　街頭指導所　9月20日(水)：西中通地区



別表　３

２　段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

(1)　幼児に対する交通安全教育

幼児交通安全教育「トキちゃんクラブ」

園児 保護者 合計

28 1,318人 0人 1,318人 腹話術・大型絵本・ベルトカッチン体操等

節分に各園で行われる豆まき行事に併せた交通安全教室
実施箇所 実施内容

交通安全劇

横断実技指導

卒園児を対象とした交通安全教室
実施箇所 実施内容

パネルシアター

模擬道路での実技指導

(2)　小学生に対する交通安全教育

歩行教室

児童 保護者 合計

18 535人 40人 575人 1～2年生

自転車教室

児童 保護者 合計

23 859人 133人 992人 1～6年生

(3)　中学生に対する交通安全教育

自転車教室

生徒 保護者 合計

4 273人 0人 273人 1年生

実施箇所
参加人数

対　象

実施箇所
参加人数

対　象

対　象

実施箇所
参加人数

実施内容

参加園児

1 40人

参加卒園児

30 504人

実施箇所
参加人数



別表　４

２　段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

(4)　高校生に対する交通安全教育

実施月 実施高校名 内　　　　容 参加人数

柏崎工業高等学校 職員による登校時の立哨指導 全生徒

自転車ｽﾃｯｶｰ点検 対象生徒

6月 職員による下校時の立哨指導 全生徒

交通安全講話 2年生

原付バイク実技講習会 10人

10月 職員による登校時の立哨指導 全生徒

4・9月 柏崎高等学校 職員による通学時の交通安全立哨指導 全生徒

7・8・12 生徒指導部職員による長期休業中における交通安全指導

1・3月 通学時の交通安全指導

自転車総合保険等への斡旋 1年生

自転車通学者への安全指導

5月 交通安全講話

4～12月 自転車ステッカー点検 対象生徒

通年 生徒送迎車両への指導 対象生徒並びに保護者

4月 柏崎常盤高等学校 生徒送迎車両への指導 全生徒

4月・11月 職員による登校時の立哨安全指導

5月・7月 自転車（ステッカー）点検及び駐輪指導

9月 PTAと連携した登校指導 全生徒

7・12・3月
長期休業中の交通安全、免許取得の規則について、生徒
指導だよりと全校集会で指導

全生徒

4･10月 柏崎総合高等学校 春・秋の交通安全指導（立哨指導） 全生徒

6月 原付バイク実技講習会 対象生徒

6・8・10月 職員、PTAによる登校時の指導 全生徒

7～9月 高校生交通事故・違反「ゼロ」運動 全生徒

4月 自転車（ステッカー）点検 対象生徒

5月 交通安全講話（柏崎警察署） 全生徒

柏崎翔洋中等教育学校 自転車乗車についての安全指導 (第1学年) 1学年

登校安全指導（春の交通安全指導） 全生徒

9月 登校安全指導（秋の交通安全指導） 全生徒

10月 スタントマンを活用した自転車交通安全教室 全生徒

12月 冬期間の交通安全指導（自転車安全指導含む） 全生徒

通年 自家用車での生徒送迎について保護者への注意・指導 全生徒

毎月 新潟産業大学附属高等学校 職員による登校安全指導 全生徒

自転車ｽﾃｯｶｰ点検、指導

自転車総合保険斡旋

4、１月 生徒送迎車両への指導 生徒及び保護者

11月 冬期間の下校指導、自転車安全指導 全生徒

12月 免許取得の規制についての指導 ３年生

通年 職員による登下校指導 全生徒

4月

4月 全生徒

4月

7月

全生徒

全生徒

4月

全生徒



別表　５

２　段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

(7)　社会教育における交通安全教育
ア　図書館での視聴覚教材の貸出

区　　分 利用点数

DVD等 ９点

(8)　高齢者に対する交通安全教育
イ　参加・体験・実践型交通安全教育の推進

区　　分 実施数 参加人数 実施内容

交通安全教室 20回 558人
講話（夕暮れ時の交通安
全について）、反射材配
布等

カ　高齢者による県民運動への参加
いきいきクラブ・チャレンジ100

期　　間
対象者

チーム数
参加人数
達成率

別表　６

１　運転者教育等の充実

(1)　運転者教育の充実強化
講習受講人数

講習項目 開催回数 受講人数
免許更新時講習（優
良）

随時 4,218人

免許更新時講習（一
般）

48回 442人

原付実技講習 4回 65人
事業所安全運転講習会
（集合型）

6回 213人

9月23日(土)から12月31日(日)までの100日間
1チーム5人（65歳以上）

335チーム
1,675人
100.00%
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